
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  花巻市では、どの相談先に相談があっても相談内容に応じて、必要とする相談先や支援

機関につなぐなどの支援を行っています。多岐にわたる相談があった場合には、必要とす

る相談先や支援機関と連携して継続的な支援の提供を目指しています。 

相談先や支援機関との連携 
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  連携 

 花巻市では、こどもの健康、成長など子育てに関して相談できるところを設けております

ので、お気軽にご相談ください。 

はなまきこども支援リーフレット 

① こどもの健康や成長・育児に関する相談 
 

健康や成長、育児に関する相談を受け、必要とする関係機関につなぐなどの支援を行っています。 
 

◆対象年齢  ０～６歳（就学前まで） 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日除く）午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合は、事前にご連絡ください。 

◆相 談 先  市こども家庭センター母子保健係…☎ 0198-41-3609（南万丁目 970-5） 

         市大迫総合支所健康づくり窓口……☎ 0198-41-3128（大迫町大迫 2-51-4） 

         市石鳥谷総合支所健康づくり窓口…☎ 0198-41-3448（石鳥谷町八幡 4-161） 

         市東和支所健康づくり窓口…………☎ 0198-41-6518（東和町土沢 8 区 60） 

④就学や学校生活に関する相談 
  

小中学校への就学・学校生活の様々な悩みごとに関する相談を受け、必要に応じた支援を行っています。 
  

◆対象年齢  就学前～15 歳（中学生まで） 

◆相談受付  平日 火曜日から金曜日（年末年始・祝祭日除く）午前９時～午後４時 

◆相談方法  相談先への電話相談・来所 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  市教育委員会教育相談室……☎ 0198-23-0260（花城町 1-47） 

       市教育委員会就学前教育課…☎ 0198-41-3148（石鳥谷町八幡 4-161） 

②保育所等の入園に関する相談 
  

保育所等の入園や病後児保育の利用などに関する相談を受け、必要に応じた支援を行っています。 
  

◆対  象  ０～６歳（就学前まで） 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日除く）午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 

◆相談方法  相談先への電話相談・来所 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  市こども課…☎ 0198-41-3150（花城町９-30） 

③こどもの発達に関する相談 
  

 乳幼児期のこどもの運動や言葉など発達に関する相談を受け、適切な対応について助言しています。 
  

◆対象年齢  ０～６歳（就学前まで） 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日を除く）午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  市こども発達相談センター…☎0198-29-4416（高松３-５６-１） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤家庭におけるこどもの相談 
  

こどもの養育、家庭環境、心やからだ、虐待、こどもの権利などに関する相談を受け、必要な福祉    

サービスや関係機関につなぐ支援を行っています。 
  

◆対象年齢  ０～18 歳未満の児童 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日を除く）午前 8 時 30 分～午後５時 15 分 

◆相談方法  相談先への電話相談・来所 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  市こども家庭センター児童家庭係…☎0198-41-3575（南万丁目 970-5） 

 

 ⑥医療的ケア児の地域生活に関する相談 
 

医療的ケアの必要なこどもや重症心身障がいのあるこどもの地域生活における相談を受け、必要と 

する保健・医療・福祉・保育・教育など多分野にわたる支援について、関係機関につなぐなど総合的 

・包括的に支援を行っています。 
 

◆対象年齢  ０～18 歳（19 歳未満） 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日除く）午前９時～午後４時 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談、自宅等を訪問しての相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご連絡ください。 

◆相 談 先    市基幹相談支援センター……………☎ 0198-41-3582（花城町 9-30） 

           くくる花巻訪問看護ステーション…☎ 0198-29-5175（野田 351-1） 

           イーハトーブ養育センター…………☎ 0198-21-3711（不動町 1 丁目 1-2） 

⑦こどもの発達・福祉サービスに関する相談 
  

こどもの発達に関する相談や利用できる福祉サービスに関する相談を受け、必要とする関係機関や 

福祉サービスにつなぐなどの支援を行っています。 
  

◆対象年齢  0～18 歳 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談、自宅を訪問しての相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合は、事前にご連絡ください。 

◆相 談 先  イーハトーブ養育センター…☎0198-21-3771（不動町 1 丁目 1-2）  

⑧こどもの発達や特別支援教育に関する相談 

こどもの発達が気になる保護者や家族、発達が気になるこどもが在籍する幼稚園、保育園、小中学

校、高等学校など、様々な方からの相談を受け、生活行動、学習活動、人との関わり、気持ちのコント

ロールなどについて、特性に応じた支援を一緒に検討して支援を行っていきます。 
  

◆対象年齢  0～１８歳 

◆相談受付  平日（お盆・年末年始・祝祭日除く）午前 8 時 20 分～午後 4 時 50 分 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談、学校（保育園）等を訪問しての相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  岩手県立花巻清風支援学校 特別支援教育相談室 

 ☎0198-28-2421（代表）（太田 27-207-4） 

 

⑨障がいのあるこどもの総合的な相談 
 

障がい福祉制度や福祉サービスなど総合的な相談を受け、各種制度や福祉サービスの利用支援や必

要とする関係機関につなぐなどの支援を行っています。 
  

◆対象年齢  0～18 歳（以降も継続して支援していきます） 

◆相談受付  平日（年末年始・祝祭日除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談、自宅等を訪問しての相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先  市障がい福祉課……………☎ 0198-41-3580（花城町 9-30） 

         市基幹相談支援センター…☎ 0198-41-3582（花城町 9-30） 

 

⑩障がいのあるこどもの障がい児通所支援サービスの利用に関する相談 
  

障がい児通所支援サービスの利用に関する相談を受け、利用計画の作成や利用に向けたサービス提供

事業所の見学調整などの支援を行います。 

◆対象年齢  0～18 歳（以降も継続して支援していきます） 

◆相談受付  各相談先にお問合せ（平日・日中）ください。 

◆相談方法  相談先への来所・電話相談、自宅等を訪問しての相談 

◆予 約 等  相談先に来所される場合には、事前にご予約ください。 

◆相 談 先 

 相談支援事業所「地域生活支援センターしおん」…☎ 0198-45-2714（石鳥谷町中寺林 12-54-7） 

 相談支援事業所こぶし相談室…………………………☎ 0198-29-4611（湯口字鳥谷 17-1） 

 相談支援事業所「しょうふう」……………………☎ 0198-45-3016（石鳥谷町中寺林 7-46-3） 

 障害児相談支援事業所イーハトーブ養育センター…☎ 0198-21-3771（不動町 1 丁目 1-2） 

 かんな障害者相談支援事業所…………………………☎ 0198-29-4196（上町 1-3） 

 サポートスペース ココ・アルバ……………………☎ 0198-33-1796（材木町 11-20）   

相談支援事業所 Day1…………………………………☎ 070-1159-3067 

（大通一丁目 3-5 花巻市ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ４号室） 

 

0 

 

 

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/kosodateshien/shien/1001441.html 

花巻市では、子育て支援事業や各種手続き窓口などの情報をまとめた「花巻市子育

てガイドブック」を発行しています。冊子は、こども課、こどもセンター、保育所

入所相談窓口、各総合支所市民サービス課にてお配りしております。 

また、花巻市ホームぺージには電子版を掲載しております。 

発行：花巻市自立支援協議会 こども支援部会 


